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【福岡県福智町】 

１人１台端末の利活用に係る計画 

 
 

 

学習指導要領及び中央教育審議会答申『「令和の日本型教育」の構築を目指して～ 

全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～』で 

は、ＩＣＴの活用と少人数によるきめ細やかな指導体制の整備による「個別最適な学

び」と「協働的な学び」を一体的に充実し、子どもたちの資質・能力を育成すること 

が求められています。 

本町においては、令和５年３月策定の「福智町教育大綱」に示している、福智町の 

基本理念「夢と生きがいを持ち、健康で豊かに生きる人間力の向上」を普遍のバック 

ボーンとし、教育内容、教育環境の整備に取り組んでまいりました。引き続き１人１ 

台端末及び高速大容量の通信ネットワーク等の整備に取り組むとともに、ＩＣＴを効 

果的に活用することで多様な教育ニーズを持つ子どもたちに「個別最適な学び」の機 

会を提供し、「社会にはばたく力、自立していく力」を培う教育の推進を目指してい 

きます。 

 

 ・令和２年度 

町立学校児童・生徒用タブレット端末の整備（2,370台） 

 町立学校のネットワーク環境整備 

  ・令和３年度 

    タブレット用学習ソフトの導入、持ち帰り学習開始 

    町立学校電子黒板の整備（100台） 

 

  本町では上記の取組を行ってきており、現在も福智町「教育の情報化」担当者連絡会を 

中心に、ＩＣＴ環境の充実に向けた取組を行っている。 

 

 

   人口減少・少子高齢化、グローバル化、デジタル化（Society5.0）等、変化の激しい 

  不確実性の時代を生きる子供たちにとって、もはやＩＣＴの活用は必要不可欠なものと 

なっています。学校が子供たちの可能性を広げ、これからの社会を生き抜く力を育む場 

所であるためにも、端末の整備・更新により引き続き１人１台端末の環境を維持するこ 

とを前提として以下の通り利活用を推進します。 

 

  （１）１人１台端末の積極的活用 

    本町の学校においては、児童生徒の持ち帰り学習は全学年で実施されていますが、 

低学年に行くほど、端末の管理や活用方法・指導手法に制限があり、あまり定着し 

ていない実情があるため、情報モラル教育や端末管理等、基礎基本的な部分につい 

ても学びを深め、全学年の端末持ち帰り定着化を目指します。 

１．１人１台端末を始めとするICT環境によって実現を目指す学びの姿 

２．GIGA第１期の総括 

３．１人１台端末の利活用方策 



 

 

また、教職員間でのＩＣＴに対する温度差が、導入当初に比べると少なくはなった 

ものの依然存在し、授業においても学校間もしくは教員間において、多少の格差が 

あることから全教職員に対し、積極的な端末利活用の勧奨を行うとともに、福智町 

「教育の情報化」担当者連絡会を有効活用し、格差をなくすための情報交換や授業 

研修等、全教職員へのＩＣＴ研修や具体的な活用事例の情報共有等に努めます。 

 

 

  （２）個別最適・共同的な学びの充実 

    １人１台端末を利活用し学習課題に取り組むことで、児童生徒一人ひとりの教育ニ 

ーズに合わせた個別最適な学びの充実を図ります。また、児童生徒が自分で調べ、 

自身の考えをまとめ発表・表現する場面や、児童生徒同士が協働でやり取りを行う 

などの授業場面において、端末を情報集約、交流ツールとして活用することを勧め、 

協働的な学びの充実を図ります。 

    

 

  （３）学びの保障 

ＧＩＧＡ第２期においても、日常の授業で端末を効果的に活用することはもちろん 

のこと、多様な教育ニーズを持った児童生徒たちを誰一人取り残すことのないよう、 

不登校や特別支援教育、日本語指導など、様々な場面で端末を活用できるような仕 

組みを検討します。 

     


